嘆 願 書
令和   年   月   日
御前崎市長　下村 勝 様
財産区を情報公開条例の「実施機関」に加える条例改正を求める嘆願書
拝啓　時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
私たちは、御前崎市池新田地区において地域の公共財である池新田財産区の動向に深い関心を寄せる市民です。
池新田財産区は、池新田地区の住民共有財産を管理する特別地方公共団体であり、地方自治法に基づいて独立した法人格を有しています。その管理者は御前崎市長が兼務されており、財産区の意思決定は市政と密接に関わるものとなっています。
当該財産区は、約9億円の流動資産、年間約4千万円にのぼる収入・支出を有し、池新田地区の自治活動・公共支出に大きな影響を与えています。これは明らかに公共的性質を帯びた財政活動であり、その運営過程・財務内容・契約行為などが住民にとって透明であるべきことは言うまでもありません。
しかしながら、現在の御前崎市情報公開条例では、財産区が「実施機関」として明記されておらず、情報開示請求の対象外となっています。この状況は、住民の「知る権利」を不当に制限するものであり、財産区に対する民主的な監視・関与を困難にしています。よって、私たちは以下を嘆願いたします。
記
御前崎市情報公開条例において、財産区（財産区管理者）を「実施機関」として明記し、条例改正案を速やかに市議会に提出されること。
本嘆願は、財産区に対する行政の透明性を高め、公共資産が真に地域の公益のために適正に運用されることを願うものであります。何卒、誠意あるご対応を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
敬具
